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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　放射の投影ビームを提供するための照射システムと、
　所望のパターンによって投影ビームをパターン形成するパターン形成装置を支持する支
持構造体と、
　基板を保持する基板テーブルと、
　パターン形成されたビームを前記基板の目標部分に投影するための投影システムとを含
み、
　前記パターン形成装置はホログラフィックパターン形成装置であり、前記支持構造体は
、前記ホログラフィックパターン形成装置に対してほぼ平行な前記投影システムの最良の
物面から間隔を置いた平面内に、前記ホログラフィックパターン形成装置を位置決めする
ように配置されており、
　前記ホログラフィックパターン形成装置はホログラフィックマスクであり、当該マスク
は複数のピクセルを含み、前記ピクセルの各々が入射放射ビームに所定の位相変化及び／
又は減衰を付与して、所望とするパターンを有する像を前記基板の目標部分に投影する
リソグラフ投影装置。
【請求項２】
　前記パターン形成装置は、反射性ホログラフィック素子を含む請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記放射システムは、５から２０ｎｍの範囲の波長を有する放射の投影ビームを提供す
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る請求項１又は２に記載の装置。
【請求項４】
　前記投影システムは、０．２未満、好ましくは０．１の、パターン形成装置の側の開口
数を有する請求項１，２又は３に記載の装置。
【請求項５】
　前記ホログラフィックマスクは、実質的に反射性であり、反射された放射線を調整する
請求項１に記載の装置。
【請求項６】
　前記ホログラフィックマスクは、異なる区域の高さの差が必要な位相シフトを生じるよ
うに形成された表面輪郭を有する基板を含む請求項５に記載の装置。
【請求項７】
　前記ホログラフィックマスクは、その反射性を改善するために前記基板に付与された複
数層の積層を含み、前記複数層の積層は、好ましくは、５から２０ｎｍの範囲の波長で反
射性のピークを有する請求項６に記載の装置。
【請求項８】
　前記ホログラフィックマスクは、ほぼ平坦な基板と、その上に選択的に設けられた反射
性を改善するための複数層の積層と、減衰及び／又は位相移行材料の局所化された層とが
設けられている請求項５に記載の装置。
【請求項９】
　基板を提供するステップと、
　照射システムを使用して投影放射ビームを提供するステップと、
　支持構造体に支持されたパターン形成装置を用いて前記投影ビームに横断面においてパ
ターンを付与するステップと、
　投影システムを用いて前記基板の目標部分上にパターン形成された放射ビームを発射す
るステップとを含み、
　前記パターン形成装置はホログラフィックパターン形成装置であり、前記支持構造体は
、前記ホログラフィックパターン形成装置に対してほぼ平行な前記投影システムの最良の
物面から間隔を置いた平面内に、前記ホログラフィックパターン形成装置を位置決めする
ように配置されており、
　前記ホログラフィックパターン形成装置はホログラフィックマスクであり、当該マスク
は複数のピクセルを含み、前記ピクセルの各々が入射放射ビームに所定の位相変化及び／
又は減衰を付与して、所望とするパターンを有する像を前記基板の目標部分に投影する
装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、リソグラフ装置及び装置の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　リソグラフ装置は、基板の所望の部分に所望のパターンを形成する機械である。リソグ
ラフ装置は、例えば、集積回路（ＩＣｓ）の製造において、使用されることができる。こ
の場合、ＩＣの個々の層に対応する回路パターンを成形するためにマスクのようなパター
ン形成装置が使用され、このパターンは、放射線感応材料（レジスト）の層を有する基板
（例えば、シリコンウェハ）上に、（例えば、１つ又は複数のダイの一部を含む）目標部
分に結像されることができる。一般に、単一の基板は、連続的に露出される隣接する目標
部分の回路網を含む。公知のリソグラフ装置は、目標部分に１回の行程でパターン全体を
目標部分に露出することによって各目標部分が放射されるいわゆるステッパと、いわゆる
スキャナとを含み、スキャナは、各目標部分を所定の方向（「走査」方向）に投影ビーム
を通してパターンを走査することによって照射すると同時に、基板を走査方向と平行に又
は逆平行に基板を同期的に走査する。
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【０００３】
　リソグラフプロセスにおいて、基板上にマスク上のごみや欠陥が結像されることは、製
造される装置に欠陥を生じる場合がある。それ故、マスクは、損傷を避けるために非常に
慎重に製造され、収容される。従来、マスク上にごみがつかないようにペリクルが使用さ
れる。ペリクルは、マスクから数ミリメートルの間隔を置くようにフレームに取り付けら
れた薄い透明のシートである。ごみはマスクではなくペリクルにつき、それらがレジスト
に印刷されないようにマスクが基板上に結像されるとき焦点がずれるであろう。ＥＵＶの
場合、ペリクルを形成するために適した材料は知られておらず、マスクは、修理が困難で
ある複数層の反射体に基づかなければならず、それ故、ごみや損傷からマスクを保護する
ための他の方法が必要とされる。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明の目的は、特に、ごみや損傷によって生じる欠陥を結像するおそれの少ないＥＵ
Ｖ放射とともに使用するリソグラフ装置及びマスクを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の一態様によれば、放射の投影ビームを提供するための照射システムと、
　所望のパターンに応じて投影ビームを模様付けするパターン形成装置を支持する支持構
造体と、
　基板を保持する基板テーブルと、
　模様付けされたビームを前記基板の目標部分に投影するための投影システムとを含み、
　前記パターン形成装置は、前記投影システムの最良の物面にほぼ一致する像を提供する
ホログラフィックパターン形成装置であり、前記最良の物面は、前記パターン形成装置に
ほぼ平行であり、前記支持構造体は、前記投影システムの前記最良の物面から変位した平
面内に前記パターン形成装置を位置決めするように配置されているリソグラフ投影装置が
提供される。
【０００６】
　ホログラフィックパターン形成手段は、投影システムの最良の焦点の平面内に位置決め
されないので、ごみの粒子又は局所的な損傷が、基板上にはっきりとは結像されず、その
結果、それらの効果は、基板の広範な領域にわたって不鮮明にする。この不鮮明効果は、
そのしきい値上でレジストを露光せずに、最終的な像には現れない。コントラストの局所
的な損失があるが、一般に許容することができる。他の方法を見ると、プリントされる影
像の点に関してのパターン形成手段の情報は、広範なパターン形成手段に含まれ、マスク
への損傷は、影像の所定の点を特定する情報の全体を抹消しない。
【０００７】
　さらに、マークは、マスクに平行な像を提供するので、マスクは、投影システムの像区
域より大きな像のプリントを可能にするよう走査されることができる。これは、走査方向
に対してマスクを傾斜することを伴なわないグレージング（grazing）入射マスクによっ
ては不可能であり、これは、著しい複雑性をもたらす。
【０００８】
　パターン形成手段は、特にＥＵＶ放射線と共に使用する場合において反射性回折性光学
素子として実施することができる。
【０００９】
　好ましい実施例において、反射性回折光学素子は、複数のピクセルに分割された反射区
域を有し、各ピクセルは、所定の位相シフト及び／又は減衰を投影ビームに与え、それに
よって前記パターン（模様）を前記ビームに付与する。
【００１０】
　反射性回折光学素子は、回折光学素子のピクセルに対応する区域の高さの差が必要な位
相シフトをもたらすように形成された表面の輪郭を有する基板を準備することによってつ
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くることができる。特に投影ビームがＥＵＶである場合、前記投影ビームの波長での反射
性を改善するために複数層の積層が基板に付与される。複数層の厚さ（周期の数）を制御
することによって及び／又は厚さが変化する減衰材料層を付与することによって減衰を変
化させることができる。
【００１１】
　別の例として、回折光学素子は、所望ならば、減衰及び／又は位相シフト材料の層を局
所的に付与することによって反射性を改善するための複数層の積層を備えた平坦な基板か
ら形成してもよい。
【００１２】
　所望のパターンを形成するために必要な位相シフト及び／又は減衰は、Bernard Kress
及びPatrick Meyrueis, John Wiley & Sons 2000による「Digital Diffractive Optics」
において説明されている原理によって所定のパターンについて計算することができる。こ
の文献は、参照によりここに組み込まれる。
【００１３】
　本発明の他の側面によれば、基板を提供するステップと、
　照射システムを使用して放射の投影ビームを提供するステップと、
　パターン形成装置を用いて前記投影ビームに横断面においてパターン（模様）を付与す
るステップと、
　投影システムを用いて前記基板の目標部分上にパターン形成された放射ビームを投影す
るステップとを含み、前記パターン形成装置は、前記投影システムの最良の物面にほぼ一
致する像を提供するホログラフィックパターン形成装置であり、前記最良の物面は、前記
パターン形成装置にほぼ平行であり、前記ホログラフィックパターン形成装置は、パター
ン形成された放射ビームの発射中に、前記投影システムの最良の物面から変位した場所で
前記投影ビーム内に配置される、装置の製造方法が提供される。
【００１４】
　本発明の他の側面によれば、装置の製造用のリソグラフプロセスにおいて使用するホロ
グラフィックマスクを提供し、前記マスクは、各々が所定の位相変化及び／又は減衰を入
射放射ビームに与えて前記マスクにほぼ平行な平面とほぼ一致する像を提供するための複
数のピクセルを含む。
【００１５】
　この明細書において、ＩＣの製造におけるリソグラフ装置について特定の言及がなされ
るが、ここで説明するリソグラフ装置は、磁気ドメインメモリ、液晶ディスプレイ（ＬＣ
Ｄｓ）、薄いフィルムの磁気ヘッド等のための集積光学システム、ガイダンス、検出パタ
ーンの製造のような他の用途を有することを理解すべきである。当業者は、このような代
替用途の実施例において、この明細書で使用する「ウェハ」又は「ダイ」という用語は、
「基板」又は「目標部分」と同意語として考えることができることは理解できよう。この
明細書で言及する基板は、例えば、トラック（通常、レジストの層を基板に付与し、露光
されたレジストを現像するツール）において露光の前後に処理される。応用可能な場合、
ここに開示する内容は、このような及び他の基板処理ツールに応用することができる。さ
らに基板は、例えば、複数層ＩＣをつくるために、一回以上処理することができ、したが
って、この明細書で使用する基板という用語は、複数回処理された層をすでに含む基板を
も意味する。
【００１６】
　この明細書で使用する「放射」及び「ビーム」という用語は、紫外線（ＵＶ）放射（例
えば、３６５，２４８，１９３，１５７又は１２６ｎｍの波長を有する）及び極紫外線（
ＥＵＶ）放射（例えば、５－２０ｎｍの波長を有する）並びにイオンビーム又は電子ビー
ムのような粒子ビームを含むすべてのタイプの電磁気放射を含む。
【００１７】
　この明細書で使用する「パターン形成装置」は、投影ビームの横断面に、基板の目標部
分にパターン（模様）を形成するようにパターンを与えるために使用することができる装
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置をも言及するように広く解釈すべきである。投影ビームに与えられるパターンは、基板
の目標部分の所望のパターンに正確に対応しないことを理解すべきである。一般に、投影
ビームに与えられるパターンは、集積回路のような目標部分に形成されている装置内の特
定の機能層に対応する。
【００１８】
　パターン形成装置は、透過性又は反射性であってもよい。パターン形成装置の例は、マ
スク、プログラム可能なミラー・アレイ、及びプログラム可能なＬＣＤパネルを含む。マ
スクはリソグラフでよく知られており、バイナリ、交番位相シフト、減衰位相シフトのよ
うなマスクタイプ並びに種々のハイブリッドマスクタイプを含む。プログラム可能なミラ
ー・アレイの例は、小ミラーのマトリクス構成を使用し、その各々は、入ってくる放射ビ
ームを異なる方向に反射するように個々に傾斜されることができ、この態様において、反
射ビームはパターン形成される。パターン形成装置の各例において、支持構造体は、フレ
ーム又はテーブルであり、例えば、それらは、必要に応じて固定されるか、可動であり、
パターン形成装置が、例えば、投影システムに対して所望の位置に対して所望の位置にあ
ることを保証することができる。この明細書で使用する「レティクル（reticle）」又は
「マスク」という用語は、さらに一般的な用語「パターン形成装置」と同義語と考えるこ
とができる。
【００１９】
　この明細書で使用される「投影システム」という用語は、回折光学システム、反射光学
システム及び使用される露光放射線、又は含浸液の使用、又は真空の使用のような他の要
因において適した反射屈折光学素子を含む種々のタイプの投影システムを含むものと広く
解しなければならない。この明細書で使用する「レンズ」という用語は、さらに一般的な
用語「投影システム」と同義語と考えてもよい。
【００２０】
　また、照射システムは、放射線の投影ビームを方向付けし、整形し、または制御するた
めに回折、反射及び反射屈折光学部品を含む種々のタイプの光学部品をも包含し、このよ
うな部品は、以降、集合的に又は単に「レンズ」と称される。
【００２１】
　リソグラフ装置は、２つ（デュアル・ステージ）又はそれ以上の基板テーブル（及び／
又は２つ又はそれ以上のマスクテーブル）を有するタイプであってもよい。このような「
複数ステージ」機械において、追加のテーブルは、平行に使用されることができる。準備
ステップは、１つまたは複数の他のテーブルが露光のために使用されている間、１つまた
は複数のテーブルで実行される。
　また、リソグラフ装置は、投影装置の最終素子と基板との間のスペースを埋めるために
比較的高い屈折率を有する液体、例えば水に基板がつけられるタイプのものであってもよ
い。含浸液体は、例えば、マスクと投影システムの最終素子との間でのリソグラフ装置の
他のスペースに応用することもできる。含浸技術は、投影装置の開口数を増大するために
この技術分野でよく知られている。
【００２２】
　図１は、本発明の特定の実施例によるリソグラフ装置を概略的に示すものである。装置
は、放射線（例えば、ＵＶ又はＥＵＶ放射線）の投影ビームＰＢを提供するための放射シ
ステム（イルミネータ）ＩＬと、
　パターン形成装置（例えば、マスク）ＭＡを支持し、アイテムＰＬに対してパターン形
成装置を正確に位置決めするために第１の位置決め装置ＰＭに接続された第１の支持構造
体（例えば、マスクテーブル）ＭＴと、
【００２３】
　基板（例えば、レジストコートウェハ）Ｗを保持し、アイテムＰＬに対して基板を正確
に位置決めするための第２の位置決め装置ＰＷに接続された基板テーブル（例えば、ウェ
ハテーブル）ＷＴと、
【００２４】
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　基板Ｗの目標部分Ｃ（例えば、１つまたは複数のダイを含む）にパターン形成装置ＭＡ
によって投影ビームＰＢに付与されるパターンを結像するための投影システム（例えば、
反射投影レンズ）ＰＬと、を含む。
【００２５】
　ここに示すように、装置は、反射タイプ（例えば、上述したようなタイプの反射マスク
又はプログラム可能なミラー・アレイを使用した）である。別の例として、装置は、例え
ば、透過性タイプ（透過性マスクを使用した）であってもよい。
【００２６】
　イルミネータＩＬは、放射源ＳＯからの放射線のビームを受ける。放射源及びリソグラ
フ装置は、例えば、放射源がプラズマ放射源であるとき、別体であってもよい。このよう
な場合、放射源は、リソグラフ装置の一部を形成するものとは考えておらず、放射ビーム
は、例えば、適切な集光ミラー及び／又はスペクトル・ピュリティ・フィルタを含む放射
コレクタによって放射源から放射器ＩＬに送られる。他の場合、放射源は、例えば、マー
キュリーランプであるとき、装置と一体部分であってもよい。放射源ＳＯ及びイルミネー
タＩＬは、放射システムと称することができる。
【００２７】
　イルミネータＩＬは、ビームの角度強度分布を調整するための調整装置を含む。一般に
、イルミネータのピューピル平面の強度分布の少なくとも外側及び／又は内側のラジアル
範囲（通常、σ－アウター、σ－インナーと称される）は調整されることができる。イル
ミネータは、その断面において所望の一様性及び強度分布を有する投影ビームＰＢと称さ
れる調整された放射ビームを提供する。
【００２８】
　投影ビームＰＢは、マスクテーブルＭＴ上に保持されたマスクＭＡに入射される。投影
ビームＰＢは、レンズＰＬを通り、レンズＰＬは、ビームを基板Ｗの目標部分Ｃ上に結像
させる。基板テーブルＷＴは、第２の位置決め装置ＰＷ及び位置センサＩＦ２（例えば、
干渉装置）の補助によって、例えば、ビームＰＢの経路に異なる目標部分を位置決めする
ために正確に移動されることができる。同様に、第１の位置決め装置ＰＭ及び位置センサ
ＩＦ１は、マスクライブラリからの機械的な回収後、又は走査中にビームＰＢの経路に対
してマスクＭＡを正確に位置決めするために使用することができる。一般に、目標テーブ
ルＭＴ及びＷＴの動きは、位置決め装置ＰＭ及びＰＷの一部を形成する長い行程モジュー
ル（粗い位置決め）及び短い行程モジュール（精密な位置決め）の補助によって実現され
る。しかしながら、スキャナに対するものとしてのステッパの場合、マスクテーブルＭＴ
は、短い行程アクチュエータにのみ接続されるか、固定されていてもよい。マスクＭＡ及
び基板Ｗは、マスク整列マークＭ１、Ｍ２及び基板整列マークＰ１、Ｐ２を使用して整列
されることができる。
【００２９】
　示した装置は、次の好ましいモードで使用されることができる。
　１．ステップモードにおいて、マスクテーブルＭＴ及び基板テーブルＷＴは、基本的に
は静止しており、投影ビームに付与されたパターン全体は、一回の行程（すなわち、単一
の静的露光）で目標部分Ｃに投影される。次に基板テーブルＷＴは、異なる目標部分Ｃが
露光されることができるようにＸ及び／又はＹ方向に移行される。ステップモードにおい
て、露光フィールドの最大寸法は、単一の静的露光で結像された目標部分Ｃの寸法を制限
する。
　２．走査モードにおいて、マスクテーブルＭＴ及び基板テーブルＷＴは、投影ビームに
付与されたパターンが目標部分Ｃ（すなわち、単一の動的露出）に投影される間、同期し
て走査される。マスクテーブルＭＴに対する基板テーブルＷＴの速度及び方向は、投影シ
ステムＰＬの（デ）マグニフィケーション及びイメージ・リバーサル特性によって決定さ
れる。走査モードにおいて、露光フィールドの最大寸法は、単一の動的露光における目標
部分の幅（非走査方向における）を制限する。それに対し、走査運動の長さは、目標部分
の高さ（走査方向における）を決定する。



(7) JP 4190469 B2 2008.12.3

10

20

30

40

50

　３．他のモードにおいて、マスクテーブルＭＴは、基本的にプログラム可能なパターン
形成装置を静止して保持し続け、基板テーブルＷＴは、投影ビームに付与されたパターン
が目標部分Ｃに投影される間、移動されるか、走査される。このモードにおいて、一般に
パルス放射源が使用され、プログラム可能なパターン形成装置は、基板テーブルＷＴの各
移動後に、又は走査中の連続的な放射パルスの間に必要に応じて更新される。動作のこの
モードは、上述したようなタイプのプログラム可能なミラー・アレイのようなプログラム
可能なパターン形成装置を使用するマスクレス・リソグラフィに容易に応用することがで
きる。使用の上述したモード又は使用の全体が異なるモードの組み合わせ及び／又は変形
例を使用することもできる。
【００３０】
　図２は、装置の光学的な構成を示している。照射システムＩＬは、投影システムＰＬの
最良の物面ＯＰから距離ｄ間隔を置いたホログラフィックマスクに投影ビームを方向づけ
る。図２には、最良の物面の前方にホログラフィックマスクが示されているが、最良の物
面の背後に配置されるようにしてもよい。投影システムＰＬは、最良の物面ＯＰを基板Ｗ
に結像するように配置される。基板Ｗに投影された影像は、反射投影ビームＰＢに付与さ
れた位相シフト及び減衰によって決定される。これらは、所望のパターンが基板に結像さ
れるように選択される。ホログラフィックマスクが最良の焦点の平面から移動する距離は
、投影レンズの開口数が約０．１の場合、約１０μｍである。
【００３１】
　反射ホログラムをつくり所望のパターンの影像を形成するために必要な位相シフト及び
減衰は、上述したような「Digital Diffractive Optics」に説明されるような公知の技術
を使用して計算することができる。例えば、その文献の第１章及び第３章参照。ホログラ
フィックマスクは、多数の区域（ピクセル）に分割され、各ピクセルは、同じような方法
で入射放射の位相及び大きさを変化させる。各ピクセルにおける位相及び振幅の変化（減
衰）に必要な値は、コンピュータシミュレーションによって計算される。ホログラフィッ
クマスクは、マスクと平行な影像をつくるように設計されている。これによってマスクが
走査方向と平行になっている従来の方法でマスクを走査タイプのリソグラフ装置に使用で
きるようにする。
【００３２】
　ＥＵＶ放射のためのホログラフィックマスクを製造するために２つの方法が可能である
。第１の方法は、図３に示すように、基板１１を各ピクセルに対応する区域１２－１から
１２－ｎで厚さがｈ１からｈｎまで異なるように製造する方法である。異なる区域の間で
の高さの差は、必要な位相の変化をもたらす。このように輪郭が形成された基板に、複数
層のスタック１３－１から１３－ｎが堆積されてホログラフィックマスク１０が完成され
る。複数層のスタックは、各区域の反射性を提供し、反射ビームにおける必要な振幅を提
供するために最適化される。ＥＵＶの場合、複数層スタックは、Mo/Si又はMo/Be又はEP-A
-1065532及びEP-A-1065568に開示されているような他の材料の５０又はそれ以上のピリオ
ドを含むことができる。これらの特許及び特許出願は、参照によってここに組み込まれて
いる。これらの特許又は特許出願は、所望の波長で最大反射性を備えた複数層スタックを
どのように製造するかについて開示している。小さい反射性を有するスタックを製造する
ためにピリオドの数を低減すること又は１つまたは複数の層の厚さの同調をはずす簡単な
方法がある。吸収材料の追加された層が組み込まれてもよい。一般に、ＥＵＶマスクを製
造する公知の技術は、本発明のホログラフィックマスクを製造するために使用することが
できる。
【００３３】
　ホログラフィックマスクの第２の製造方法が図４に示されている。この場合、ホログラ
フィックマスク２０は、平坦な基板２１から製造され、その上に一様な厚さで使用される
投影ビームの波長での最大反射性について最適化された複数層のスタック２２が配置され
ている。平坦な基板及び複数層のスタックは、事実上従来のマスクのブランクである。各
ピクセルの本発明のホログラフィックマスクのためのマスクパターンに対応するバイナリ
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吸収パターンをマスクブランクの上に重ねる代わりに、透明な位相層２３－１及び吸収位
相層２４－１が重ねられる。透明な位相層２３－１及び吸収位相層２４－１の厚さｐｔ１
及びａｔ１は、各ピクセルにおいて必要な位相及び振幅の変化をもたらすように決定され
る。透明な層２３－１は、露光放射に対して実質的に透明な材料、例えば、ＥＵＶについ
てＳｉからつくられ、吸収位相層は、実質的に吸収性の材料、例えば、ＥＵＶについてＣ
ｒからつくられる。必然的に、透明層は、ある放射線を吸収し、吸収層は、位相変化をも
たらし、２つの層の厚さは所望の効果が得られるように共に決定されなければならない。
多くの場合、「透明」層は、透明のみであることに留意しなければならない。なぜならば
、それは非常に薄いからである。吸収及び透明位相層は、交互に基板に貼り付けられる。
【００３４】
　ホログラフィックマスクのいずれかの形態において、ピクセルの寸法は、できるだけ小
さくなければならず、好ましくは、約５０ｎｍ未満の基板のレベルである解像度を達成す
るために１００ｎｍ未満が好ましい。全体として約５０の位相及び振幅ステップが必要と
される。層の厚さ及び基板の高さの変化は、選択的なエッチング及びデポジッションによ
ってレジストパターンを画定するためにリソグラフプロセスを使用して達成することがで
きる。ホログラフィックマスクをつくるために多数の工程が必要とされるが、これらは低
い解像度を有するリソグラフ投影装置を使用して実行してもよい。
【００３５】
　本発明の第２の実施例は、ホログラフィックマスクが反射性を有するものではなく透明
であり、したがって、ＤＵＶ露光放射線とともに使用するのに適していることを除いて第
１の実施例とほぼ同様である。全体の光学構造体が図５に示されている。
【００３６】
　イルミネータＩＬは、適切なコヒーレント長さの放射線でマスクＨＭ′を照射する。投
影システムＰＬの最良の物面ＯＰから変位しているホログラフィックマスクＨＭ′を横切
るとき、投影ビームＰＢは、所望の影像を基板のレベルに結像するために必要とされるホ
ログラフィックマスクの各ピクセルで変化されたその位相及び振幅を有する。繰り返しに
なるが、結像された影像は、ホログラフィックマスクＨＭ′に平行になる。第１の実施例
におけるように、投影システムＰＬは、最良の物面ＯＰの影像を基板Ｗに投影するように
配置されている。
【００３７】
　ホログラフィックマスクＨＭ′は、第１の実施例のホログラフィックマスクＨＭと同様
であるが透明な基板を使用し、反射性の複数層を省略する（が、非反射性のコーティング
を使用してもよい）。繰り返しになるが、位相及び／又は振幅の変化は、各ピクセルの基
板の厚さを変化させることによって、及び／又は吸収性の層及び／又は位相シフト層を加
えることによって行うことができる。
【００３８】
　本発明の特定の実施例を説明したが、上述したもの以外でも本発明を実施することがで
きることは理解すべきである。例えば、本発明をプログラム可能なパターン形成手段を使
用して、例えば、それらの傾斜以外のＺ方向へのミラーの位置が制御可能な制御可能なミ
ラー・アレイを使用して、又はポッケル（Pockels）セルのアレイを使用して実施するよ
うにしてもよい。この説明は制限を意図するものではない。
【００３９】
　本発明の実施例は、添付図面を参照して例示としてのみ説明される。
図面において、対応する参照符号は、対応する部品を示す
【図面の簡単な説明】
【００４０】
【図１】本発明の第１の実施例によるリソグラフ投影装置を示す図である。
【図２】本発明の第１の実施例の投影装置の最良の物面に対する本発明のホログラフィッ
クマスクの位置を示す図である。
【図３】本発明による第１のホログラフィックマスクの断面図である。
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【図４】本発明による第２のホログラフィックマスクの断面図である。
【図５】本発明の第２の実施例の投影システムの最良の物面に対する本発明のホログラフ
ィックマスクの位置を示す図である。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】
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